
資格情報のお知らせと加入者情報
（マイナンバーの下４桁）の配付にご協力願います。

令和６年12月２日より健康保険証の新規発行が廃止となり、健康保険証を利
用登録したマイナンバーカード（マイナ保険証）を利用することで、患者本人
の健康・医療に関するデータに基づいた、より適切な医療を受けられる等のメ
リットがあります。

協会けんぽでは、安心してマイナ保険証をご利用いただくため、加入者個人
ごとの資格情報のお知らせと加入者情報（マイナンバーの下４桁）を９月に事
業所様へ送付させていただきますので、従業員様への配付にご理解・ご協力を
どうぞよろしくお願いいたします。

●健康保険の各種給付⾦等
の申請に必要な健康保険
の記号・番号を知ることがで
きます。

給付⾦等の
申請に︕

●オンライン資格確認システム
※を導⼊していない医療機
関等でもマイナ保険証と併
せて受診できます。

※健康保険の資格情報等が確
認できるシステム

医療機関等の
受診時に︕

マイナンバーの下４桁が記載されています。１

資格情報のお知らせです。2

１

2

【配付のポイント︕】

事業所様 従業員A様

家族1様

家族2様
A様分、家族１様分、家族2様分

（記号）12345678 （番号）1234567
（被保険者⽒名）従業員A 様
（対象者⽒名）家族1 様

封筒の窓から、上記
のように従業員様の
⽒名（被保険者⽒
名）と封⼊されてい
る⽅の⽒名（対象
者⽒名）が確認する
ことができます。

医療保険のデータベースに登録されてるマイナンバーの下4桁を
表⽰しており、ご確認いただきます。
※マイナンバーの未提出等により、当協会が正確なマイナンバーが
把握できていない場合、記載しておりません。

令和6年12⽉から以下の場合に使⽤できます。
点線で切り取って⼤切に保管ください。

協会けんぽ青森支部からのお知らせ

企画総務グループ

℡ ０１７-７２１－２７1３

上記に関するお問い合わせ先


